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こんな電話は詐欺！★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に 自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番！

12月1日～26年1月5日宿泊分

地区名 変更前 変更後（9月1日から）

笥
愛日小学校
（北町26）

津久戸小学校
（津久戸町2－2）

若松
富久小学校
（富久町7－24）

余丁町小学校
（若松町13－1）

戸塚
戸塚第二小学校
（高田馬場1－25－21）

新宿西戸山中学校
(百人町4－3－1)

柏木
柏木小学校
（北新宿2－11－1）

西新宿中学校
（西新宿8－2－44）

【そのほかの地区の医療救護所の設置場所】

★四谷…四谷中学校（四谷1－12）

★榎町…鶴巻小学校（早稲田鶴巻町140）

★大久保…大久保小学校（大久保1－1－21）

★落合第一…落合第二小学校（上落合2－10－23）

★落合第二…落合第三小学校（西落合1－12－20）

★角筈…西新宿小学校（西新宿4－35－5）

　
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を

踏
ま
え
、東
京
都
は
首
都
直
下

地
震
の
被
害
想
定
を
見
直
し
、

24年

11月
に
地
域
防
災
計
画

を
修
正
し
ま
し
た
。都
の
修
正

を
受
け
、
区
の
災
害
医
療
救

護
体
制
を
見
直
し
ま
し
た
。

4地
区
で

医
療
救
護
所
を
変
更

　
見
直
し
の
一
つ
と
し
て
、

病
院
と
連
携
し
、
傷
病
者
を

円
滑
に
搬
送
す
る
た
め
、
区

内

10か
所
の
医
療
救
護
所
の

う
ち

笥
・
若
松
・
戸
塚
・
柏

木
の

4地
区
で
、

9月

1日


か
ら
医
療
救
護
所
の
設
置
場

所
を
病
院
に
近
い
学
校
避
難

所
に
変
更
し
ま
す（
下
表
）。

　
医
療
救
護
所
は
、
区
の
地

域
防
災
計
画
等
に
基
づ
い

て
医
療
救
護
活
動
を
実
施
す

る
場
所
で
、
災
害
時
に
多
く

の
傷
病
者
が
発
生
し
た
場
合

に
設
置
し
ま
す
。

医
師
・
看
護
師
・
区
職
員
等

で
構
成
す
る
医
療
救
護
班
が

ト
リ
ア
ー
ジ
（
※
）
し
、
自
分

で
歩
く
こ
と
が
で
き
る
軽
症

者
に
は
応
急
処
置
、重
症
者
等

は
病
院
に
搬
送
し
ま
す
。

※
ト
リ
ア
ー
ジ

傷
病
者
の
け
が
の
程
度
や

緊
急
度
に
よ
っ
て
治
療
の
順

番
を
整
理
し
、
適
切
な
搬
送
・

治
療
を
行
う
こ
と
。

【
問
合
せ
】
▼
医
療
救
護
所
に

つ
い
て
…
健
康
推
進
課
健
康

企
画
係
（
第

2分
庁
舎
分
館

1階
）

（

5
2
7
3）

3
4

9
4・


（

5
2
7
3）

3
9

3
0、

▼
区
の
地
域
防
災
計

画
に
つ
い
て
…
危
機
管
理
課

危
機
管
理
係
（
本
庁
舎

4階
）


（

5
2
7
3）

4
5
9
2・

（

3
2
0
9）

4
0
6
9へ

。

　


9月
初
旬
か
ら
実
施

　
区
の
重
要
課
題
に
対
す
る
区

民
の
皆
さ
ん
の
意
識
や
意
向
を

伺
い
、
区
政
運
営
の
基
礎
資
料

と
す
る
た
め
、
毎
年
実
施
し
て

い
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
か
ら
無
作
為

抽
出
し
た

18歳
以
上
の
区
民

2

千

500名
の
ご
自
宅
に
、
調
査
票
を

お
送
り
し
ま
す
。
無
記
名
で
回
答

い
た
だ
き
、
統
計
的
に
処
理
し
ま

す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

調
査
結
果
の
概
要
は
、「
広
報
し

ん
じ
ゅ
く
」で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
広
聴
担
当
課
広
聴
係

（
本
庁
舎

3階
）（

5
2
7
3）

4

0
6
5・


（

5
2
7
2）

5
5
0

0へ
。

　
新
宿
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
セ
ン

タ
ー
は
、

11月

1日

に
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。
高
田
馬
場

福
祉
作
業
所
、
高
田
馬
場
駅
第
一
自

転
車
等
駐
輪
場
も
併
設
す
る
複
合

施
設
で
す
。

セ
ン
タ
ー
団
体
登
録
の
申
請
、
会

議
室
の
利
用
申
請
を
、

9月

2日


か
ら
受
け
付
け
ま
す
。
登
録
団
体
と

一
般
利
用
で
は
、
利
用
の
要
件
が
異

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

施
設
の
概
要

【
所
在
地
】
高
田
馬
場

4―

10―

2

【
会
議
室
の
概
要
】

A会
議
室
・

B会
議
室
（
い
ず
れ
も

56㎡
／
定
員

40名
、
備
え
付
け
の
机

を
利
用
す
る
場
合
は

30名
）
。

A・

B

の
同
時
利
用
も
で
き
ま
す
。

【
休
館
日
】
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は

翌
日
）
と
年
末
年
始
（

12月

29日
～

1月

3日
）

【
利
用
時
間
】

▼
午
前
…
午
前

9時
～

12時

▼
午
後
…
午
後

1時
～

5時

▼
夜
間
…
午
後

6時
～

10時

▼
全
日
…
午
前

9時
～
午
後

10時

【
利
用
料
金
】
利
用
時
間
帯
で
異
な

り
ま
す
。

団
体
登
録

　
登
録
団
体
は
一
般
利
用
に
優
先

し
て
利
用
申
請
が
で
き
、
利
用
料
金

も
安
く
設
定
し
て
い
ま
す
。

【
登
録
団
体
の
要
件
】
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
団
体

▼
区
内
で
の
ご
み
減
量
ま
た
は
リ

サ
イ
ク
ル
の
推
進
の
た
め
に
活
動

し
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い

▼

5名
以
上
で
構
成
し
、
団
体
の
代

表
者
ま
た
は
責
任
者
と
メ
ン
バ
ー

の
半
数
以
上
が
区
内
在
住
・
在
勤
・

在
学

【
登
録
に
必
要
な
書
類
】
所
定
の
申

請
書
、
団
体
の
規
約
と
名
簿

団
体
登
録
と
会
議
室
利
用

申
請
の
受
け
付
け

　
受
付
開
始
日
・
受
付
場
所
は
下
表

の
と
お
り
で
す
。

※
利
用
料
金
は
、

11月

1日

以

降
に
新
宿
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
セ
ン

タ
ー
で
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

【
団
体
登
録
・
利
用
申
請
の
受
付
窓

口
、
問
合
せ
】
▼

9月

2日

～

10

月

31日

は
環
境
対
策
課
エ
コ
ラ

イ
フ
推
進
係
（
本
庁
舎

7階
）

（

5

2
7
3）

4
2
6
7・


（

5
2
7

3）

4
0
7
0、

▼

11月

1日

か

ら
は
新
宿
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
セ
ン

タ
ー

（

5
3
3
0）

5
3
7
4・

（

5
3
3
0）

5
3
7
1へ

。

新
宿
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
セ
ン
タ
ー

会
議
室
の
利
用
申
請
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す

9月2日

から

★区役所／環境対策課エコライフ推進係（本庁舎7階）…午前8時30分～午後5時

★新宿リサイクル活動センター／11月1日からの午前9時～午後5時

災害時の医療救護所

設置場所を一部変更します

9月1日

から

区
民
意
識
調
査
に

ご
協
力
を

登録団体の利用 一般利用

受付開始日 受付場所 受付開始日 受付場所

　 11月分
　9月2日

区役所

　 10月1日 区役所

　 12月分 　11月1日

センター26年1月分 　10月1日 　12月1日

　　 2月分 　11月1日 センター 　26年1月4日

区分

利用月

ともにつくろう 明日の新宿区を
協働事業提案の公開プレゼンテーションに
おいでください

　
公
益
通
報
と
は
、
労
働
者
が
事
業
者
や

そ
の
役
員
等
の
法
令
違
反
行
為
に
つ
い

て
、一
定
の
要
件
の
下
で
事
業
者
、
行
政
機

関
、
第
三
者
の
い
ず
れ
か
に
通
報
す
る
制

度
で
す
。

区
で
は
、
区
役
所
や
区
職
員
の
こ
と
で

「
法
令
違
反
で
は
な
い
か
」
と
思
わ
れ
る

こ
と
な
ど
の
通
報
や
相
談
を
、
弁
護
士
で

あ
る
公
益
保
護
委
員
が
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
月

1回
、
区
役
所
に
相
談
窓
口
を

設
け
て
い
る
ほ
か
、
公
益
保
護
委
員
が
電

話
で
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

公
益
保
護
委
員
（
通
報
先
）

▼
中
村
雅
人（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

中
村
総
合
法
律
事
務
所
／
〒

1
0
5・

0

0
0
1港

区
虎
ノ
門

1―

4―

5、
文
芸

ビ
ル

8階
）（

3
5
0
1）

8
8
2
2

▼
桑
原
周
成
（
下
町
の
太
陽
法
律
事
務
所

／
〒

1
3
0・

0
0
2
2墨

田
区
江
東
橋

2―

14―

7、
錦
糸
町
サ
ン
ラ
イ
ズ
ビ
ル

8階
Ａ
）（

6
6
5
9）

3
1
1
3

▼
太
田
治
夫
（
日
比
谷
見
附
法
律
事
務
所

／
〒

1
0
0・

0
0
0
6千

代
田
区
有

楽
町

1―

6―

4、
千
代
田
ビ
ル

7階
）

（

3
5
9
5）

2
0
6
4

　

区
役
所
で
の
相
談
窓
口

【
日
時
】
第

4木
曜
日
午
後

2時
～

4時

（
祝
日
等
を
除
く
。

9月
は

26日
）。
翌
月
の

日
程
は
「
広
報
し
ん
じ
ゅ
く
」
毎
月

15日
号

7面「
各
種
相
談
」で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
区
役
所
第

1分
庁
舎

2階
区
民
相
談
室
へ
。
相
談
は

公
益
保
護
委
員
が
交
代
で
担
当
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
総
務
課
総
務
係
（
本
庁
舎

3階
）


（

5
2
7
3）

3
5
0
5・


（

3
2
0

9）

9
9
4
7へ

。

区
役
所
で
も
相
談
で
き
ま
す

公
益
通
報
制
度
の
ご
利
用
を ★

★
★

団体名 提案事業名

一般社団法人

CAT

「ワーク・ライフ・ハピネス」を実現するワー

ク・ライフ・バランスの事例収集と情報発信

公益財団法人

日本生産性本部

ワーク・ライフ・バランス推進企業の支援

～地域貢献活動及び働きやすい職場づくり

に関する事例収集と情報発信～

認定NPO法人

ことばの道案内

言葉の観光地図作成及び情報提供によ

る地域活性化事業

　
区
で
は
、
区
民
の
皆
さ
ん
が
安

心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
地
域

社
会
を
目
指
し
て
、
地
域
の
皆
さ

ん
や
行
政
な
ど
、
多
様
な
主
体
が

意
欲
と
能
力
を
生
か
し
て
地
域
を

支
え
る
仕
組
み
づ
く
り
を
進
め
る

「
協
働
事
業
提
案
制
度
」
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

25年
度
に
応
募
が
あ
っ
た

8事

業
の
う
ち
、

1次
審
査
（
書
類
選
考
）

を
通
過
し
た

3事
業
（
上
記
）
の

2

次
審
査
（
公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
）を
実
施
し
ま
す
。

実
施
が
決
定
し
た
事
業
は
、

26

年

4月
か
ら
、
区
の
事
業
と
し
て

提
案
団
体
と
区
が
協
働
で
実
施
し

ま
す
。

【
日
時
】

9月

2日

午
後

1時

30

分
～

3時

40分

【
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
団

体
・
提
案
事
業
】
上
表
の
と
お
り

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
区
役

所
本
庁
舎

5階
大
会
議
室
へ
。

【
問
合
せ
】
地
域
調
整
課
管
理
係

（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3

8
7
2・


（

3
2
0
9）

7
4
5

5へ
。

休
日

納
税

相
談

　
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、
督
促
状
や
催
告
書
を
お

送
り
し
て
い
ま
す
。
必
ず
指
定
期
限
ま
で
に
納
め
て

く
だ
さ
い
。

期
限
を
過
ぎ
て
納
付
も
連
絡
も
な
い
場
合
は
、
差

し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。一
括
納
付
が
困
難
な
方
は
、
こ
の
機
会
に
相
談
に

お
い
で
く
だ
さ
い
。
同
時
に
納
付
も
受
け
付
け
ま
す
。

区
役
所
の
開
庁
日
や
休
日
の
相
談
に
お
い
で
に
な

れ
な
い
方
は
、
催
告
書
等
に
記
載
の
電
話
番
号
に
必

ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

9月

8日

午
前

9時
～
午
後

4時

30分

【
会
場
・
問
合
せ
】
税
務
課
納
税
係
（
本
庁
舎

6階
）

（

5
2
7
3）

4
5
0
8・

4
5
0
9・

4
5
3
8へ

。

※
当
日
は
区
役
所
本
庁
舎
夜
間
通
用
口
（
建
物
裏
側

地
下

1階
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
車
い
す
を
ご
使
用

の
方
は
、事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
新
宿
区
納
税
催
告
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
電
話
で
納
付

確
認
の
ご
案
内
を
し
て
い
ま
す
。

特
別
区
民
税
・
都
民
税
を

滞
納
し
て
い
る
方
は
ご
相
談
を

グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
八
ヶ
岳

12月
の
新
宿
駅
西
口
発

観
光
バ
ス
ツ
ア
ー
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